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す
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宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
百
四
十
一
条
第
二
項
中
「
第
三
百
六
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
百
六
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
」
を
加
え
る
。

　

第
百
六
十
九
条
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
二
項
の
受
託

者
」
を
「
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
二
項
中
「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
条
第
三
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、「
第
四
十
二
条
の
十

二
の
五
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
五
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
令
和
六
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和

十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
条
の
七
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
条
の
八
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

�　

附
則
第
十
一
条
第
二
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

　

附
則
第
十
一
条
の
二
の
四
第
一
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中

「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
二
条
第
一
項
中
「
次
条
第
二
項
」
を
「
次
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
を
「
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
日
」
に
、「
キ
ャ

ン
ピ
ン
グ
車
に
該
当
す
る
」
を
「
霊
き
ゆ
う
車
を
除
い
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２�　

特
定
日
の
前
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
自
動
車
の
う
ち
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
ロ
ー
タ

リ
ー
・
エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
タ
リ
ー
・
エ
ン
ジ
ン
の
単
室
容
積
の
合
計
容
量
に
一
・
五

を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
総
排
気
量
と
み
な
し
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３�　

特
定
日
の
前
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
自
動
車
の
う
ち
、
特
種
用
途
車
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税

率
は
、
当
該
特
種
用
途
車
を
そ
の
形
状
、
構
造
、
用
途
等
に
応
じ
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
区
分
し
、
当

該
特
種
用
途
車
の
営
業
用
又
は
自
家
用
の
別
及
び
総
排
気
量
、
最
大
積
載
量
、
乗
車
定
員
そ
の
他
の
諸
元
に
よ
り
同

項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
同
項
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　

附
則
第
十
五
条
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「（
次
条
第
二
項
」
を
「（
同
項
」
に
、「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。

　

附
則
第
十
六
条
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
公
金
事
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２�　

知
事
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
次
項
に

お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年

政
令
第
十
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
現
に
公
金
の
収
納
に
関
す
る
事
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
従
前
の
公
金

事
務
」
と
い
う
。）
を
行
わ
せ
て
い
る
者
（
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
九
号
）

に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
を
受
け
た
者
を
除
く
。）
に
当
該
従
前
の
公
金
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３�　

改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施

行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得

に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４�　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割

に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


